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すで

①　「特別加入予定者の氏名」欄は、中小事業主とともに包括して加入しなければなら
ない家族従事者や役員の氏名を全員記載してください。
②　「業務の具体的内容」欄は、災害が発生したとき、労災保険給付の対象となるか否
かを判断するうえで重要な項目ですので、担当業務の具体的な内容、使用労働者の
所定労働時間等（始業及び終業の時刻）を明確に記載してください。
③　「特定業務との関係」欄は、特別加入者として従事する業務が欄内のイからニまで
に掲げる特定業務のいずれかに該当する場合には、その該当する特定業務の記号を
○で囲み、いずれにも該当しない場合には、ホを○で囲んでください。また、特定
業務のいずれかに該当する場合には、「業務歴」欄にその該当する特定業務に最初に
従事した年月を上段に、特定業務に従事した期間の合計を下段に記載してください。
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（4）保険給付を受けられない場合

　特別加入前の主たる要因により疾病が発症したと認められる場合には、特別加入者と
しての保険給付を受けられないことがあります。

　特別加入者に係る業務上の災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者とし
ての業務を遂行する過程において、当該業務に起因して発症したことが明らかな疾病に
限定されるものであり、特別加入前に発症した疾病及び特別加入前の事由により発症し
た疾病に関しては、保険給付の対象となりません。
　したがって、健康診断の結果、疾病の症状又は障害の程度が、特別加入についての制
限を行う必要のない程度であった場合であっても、加入時点における疾病の程度及び特
別加入後における有害因子へのばく露濃度、ばく露期間等からみて、加入前の業務に主
たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。

　加入時健康診断を受けた方は、当該診断実施機関が作成した健康診断証明書（特別加入
者用）を申請書に添付し、署長に提出してください。

　申出書は、申請書と同時に署長に提出することもできます。この場合には、加入時健
康診断受診後、速やかに健康診断証明書を署長に提出してください。

　すでに特別加入を承認されている事業において、新たに事業主となった方又は事業に
従事することとなった方が生じた場合、加入時健康診断が必要な方については、申出書
を署長に提出し、指示書及び依頼書が交付された後、加入時健康診断を受診し、変更届
にその健康診断証明書を添付して提出してください。

加入時

　申出書の業務歴から判断して加入時健康診断が必要であると認められる方（以下「加
入時健康診断対象者」といいます。）に対しては、署長から「特別加入健康診断指示書
（以下「指示書」といいます。）」及び「特別加入時健康診断実施依頼書（以下「依頼
書」といいます。）」が交付されます。

　加入時健康診断対象者は、指示書に記載された期間内に指示された診断実施機関で
加入時健康診断を受ける必要があります。また、加入時健康診断を受ける際に依頼書
を当該診断実施機関に提出してください。
　なお、この場合の加入時健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己
負担となります。

　特別加入を申請する中小事業主等で加入時健康診断が必要な場合には、労働保険事務
組合を通じて、始めに「特別加入時健康診断申出書（以下「申出書」といいます。）」を
署長に提出します。

加入時
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①　申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間（休憩時間を含みます。）内に
特別加入の申請に係る事業のためにする行為及びこれに直接附帯する行為を行う場合（ただし、
その行為が事業主の立場において行われる業務を除きます。）

②　労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合

③　①又は②に接続して行われる業務（準備・後始末行為を含みます。）を中小事業主等のみで行う
場合

④　①、②及び③の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合

⑤　事業の運営に直接必要な業務（事業主の立場において行われる業務を除きます。）のために出
張する場合

⑥　通勤途上で次に掲げる場合
　ア　事業主提供に係る労働者の通勤専用交通機関の利用中
　イ　突発事故（台風、火災等）等による予定外の緊急の出勤途上

⑦　事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者（業務遂行性が認められる
者）を伴って出席する場合

できません。

6 7 10
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「業務の具体的内容」の欄には、特別加入者として行う業
務の具体的内容並びにその者の従事する事業の使用労働者
の所定の始業及び終業の時刻を記載してください。

中小事業主用_090304.indd   10 09.3.4   21:06:33



10 11

「業務の具体的内容」の欄には、特別加入者として行う業
務の具体的内容並びにその者の従事する事業の使用労働者
の所定の始業及び終業の時刻を記載してください。

中小事業主用_090304.indd   11 09.3.4   21:06:50



12 13

「業務の具体的内容」の欄には、特別加入者として行う業
務の具体的内容並びにその者の従事する事業の使用労働者
の所定の始業及び終業の時刻を記載してください。
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